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！紙だけないじゃ ！！紙だけだけだない！い！じ
だ
じ
だ
ゃなゃなじゃじお客様の魅力を
最大限に発揮するために
さまざまな形の商品を
ご用意しています。

じ
ご用意しています。

イベントの展示会、陳列スペースの演出効果に

窓や壁にデザインを
施すだけで
店舗イメージが
ガラリと変わります

会社・店舗のＨＰ製作、パンフレットや冊子をＷＥＢ上で公開

「動画広告も見せたい」「スマホと連動してもっとたくさん情報を伝えたい」というときに

飾るだけで店舗イメージを演出アクリルプレート、キーホルダーにして記念品にも

イベントに
対応した

アイデアうちわ

会社名・標
語・

運送表示な
ど

取り外しの
できる

広告宣伝媒
体

夜間の
宣伝にも
効果大！

イベント告知・
祝勝幕など
目を引くこと
間違いなし

定番の広告
だからこそ

人が動く動機に
つながります

既製品の
バッグなどに
プリントが
できます

店舗の活気
と

情報を発信
できる

定番アイテ
ム

会社イメージの宣伝カー。移動しながらの宣伝効果が狙えます

オリジナル

プリントに
も

対応できま
す

Ｔシャツ、

パーカーな
どに

プリントし
て

宣伝効果を
発揮

オリジナル
ファイルが
作成できます

店舗の外観・内観に
目を引く大判広告。
季節毎の演出も

記念品や
商品アイテムとして
人気の高い
商品です

電照看板

カーラッピング

既製品各種プリント

横断幕・懸垂幕

クリアファイルプリント

各種看板

テーブルクロス

のぼり旗

タオルプリント

ウィンドウサイン

タペストリー

フロアマット

ノベルティーグッズ

ホームページ・電子書籍

ウェア－プリント

ＡＲ（拡張現実）サービス
ステッカー

（マグネットシール）

会社名・標
語・

運送表示な
ど

取り外しの
できる

広告宣伝媒
体ステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

マグカッププリント

認証NO  DAS 53739204/21/l
*4O�700�ೝূऔಘ

鹿児島県鹿屋市札元 1-22-34
TEL 0994-43-2238  FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp

ヒューマン印刷に徹する

●本商品をご検討の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・
その他重要なお知らせ）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

経営者の未来と
会社の安心のために。

経営者のリスクに備える

定期タイプ

在任中から勇退後まで手厚くサポートします

終身タイプ 長期定期タイプ（98歳満了）

「就業不能」リスクまで
手厚くサポートします

定期タイプ

在任中のリスクやご勇退に向けての備えは万全でしょうか。
万が一の事態から会社を守り、経営者の未来を支えるために、
アクサ生命はさまざまなサポートを提案させていただきます。

AXA-A1-1709-1425/9F7AXA-A1-1709-1425/9F7

企業ラインナップ

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継な
ど）を共済制度／福祉制度でサポートしています。 
 
アクサ生命保険株式会社 
鹿児島支社　鹿屋営業所　 
〒893-0015　鹿児島県鹿屋市新川町600鹿屋商工会議所ビル4F 
TEL 0994-44-5870
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－ 鹿屋商工会議所創立 70 周年記念事業 －

『チャリティーゴルフ大会』開催！

～九州北部豪雨災害被災者の皆様へ義援金を寄付～

　平成 30 年 2 月 3 日（土）大隅カントリークラブ
にて、創立 70 周年記念事業『チャリティーゴルフ
大会』を開催しました。
　当日は、晴天に恵まれ 76 名（20 組）がゴルフを
楽しみ、交流を深めました。
　今回のチャリティーゴルフ大会の結果は下記のと
おりです。

▲スタート直前の参加者の皆様

▲優勝をした中野三郎氏（左）

坪水醸造株式
会社

鹿屋市古前城町５－７
☎42－3177　FAX 42－ 0292

氏　名 事業所名

優勝 中野　三郎 ㈲平成総合サービス

２位 久保　拓摩 ㈲ ac

３位 秋元　耕一郎 秋元ガス㈱

４位 山下　章太郎 鹿児島綜合警備保障㈱鹿屋支店

５位 坂本　竜児 海上自衛隊鹿屋航空基地

チャリティーゴルフ大会結果

　今回のチャリティーゴルフ大会でご寄付頂
きました「総額 128,000 円」につきましては、
日本赤十字社を通じて「九州北部豪雨災害」
の被災者の皆様へ義援金として寄付を致しま
した。

（右写真：日本赤十字社の鹿屋市窓口になっ
ている鹿屋市社会福祉協議会の浜田保会長へ
義援金を手渡す坪水徳郎会頭）
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創立 70 周年記念事業『会員の集い』開催 !!
～第 1 部：桂竹丸落語独演会～

～第２部：会員交流懇親会～

　平成 30 年２月 24 日（土）ホテルさつき苑にて、創立 70 周年事業の一環として「会員の集い」を開催しました。
　第 1 部では、鹿屋市出身の落語家、桂竹丸師匠による「落語独演会」が行われ、会場は笑いに包まれました。

　 第 ２ 部 で は、「 会 員 交 流 懇 親 会 」 が 開 催 さ れ、 マ ジ シ ャ ン
CHUTA によるイリュージョンショーに会場は大いに盛り上がり会
員間の交流・親睦が図られました。

▲熱心に聴き入る参加者

▲マジシャン CHUTA イリュージョンショー

▲中国伝統芸能の変面ショー ▲親睦を深める参加者

▲身振り手振りで笑いを誘う桂竹丸師匠
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第８回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会開催
　２月９日（金）当所にて、鹿屋・大隅地域の農畜水産
物や加工品の販路拡大・販売促進を目的とした「第８回
まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会～おおすみ
食の祭典」が当所主催により開催されました。
　本商談会は個別商談に重点を置いた商談会で、午前

（9:10 ～ 10:45） と 午 後（12:45 ～ 16:05） の ２ 部 構
成でバイヤーとの「個別商談会」が行われ、10:45 ～
12:45 の間には、当所大ホールにおいて招聘バイヤーを
対象にした「内覧会」と並行して、一般バイヤーを対象
にした「フリー商談会」を実施いたしました。
　個別商談会においては、鹿児島県内外から招いたスー
パーや百貨店、食品商社、通信販売業者など 24 社 37
名（新規 11 社 12 名）と地元出展者 46 社（新規 11 社）
の間で商品カタログや説明資料を基に試飲・試食を通じ
て、商品の説明や PR 並びに商品流通ルートや納入方法
など活発な商談が行われました。
　当日の商談件数は前回を 15 件上回る 234 件となりま
した。当日の成約件数は前回を 14 件下回る 25 件となっ
たものの、全商談件数の６割を超える 144 件が継続商
談となりました。
　これまで商談会を継続開催したことで、出展商品がブラッシュアップされ、また、出展者のプレゼン方法が
向上し、着実な成果が現れました。
　内覧会・フリー商談会においては、招聘バイヤー及び鹿児島市内の業務用卸業者やホテル、地元大隅地域の
スーパー、飲食店、通信販売業者などの一般バイヤーが多数来場し、出展者のブースにおいて、商品の特徴やセー
ルスポイントなどについて熱心に説明を受けていました。

《出展者のコメント》
　・希望どおりのバイヤーと商談でき、有意義な商談会だった。（菓子製造業）
　・出展者数と招聘バイヤー及び一般バイヤーの数が適当で良かった。（食料品製造業）
　・地元主催の商談会には初参加だったが、周到に準備整備され、心地良い商談会だった。（食料品製造業）
　・ 既存取引先や旧知のバイヤーが多く、商談には繋がらなかったが、新商品開発へのアドバイスなど勉強に

なるところが沢山あり、良い商談会だった。（農産加工品製造業）
　・来年までに準備しなければならないことを再認識できた。（養豚）
　・ 百貨店やスーパーなど小売店との直取引ではなく、帳合先を招いて商談会を行うと販売先が広がる。（菓子

製造業）

▲内覧会・フリー商談会

▲招聘バイヤーと商談する出展者
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《バイヤーのコメント》
　○鹿児島県外
　・ 初めて参加したが、どの出展者も商品の工夫が素晴らしかった。マーケットを意識した商品が多く驚いた。

（東京・直売所）
　・地元の素材を活かした商品がたくさんあり満足できた。（神奈川・スーパー）
　・前回より試食のやり方、見せ方が上手くなっていた。（東京・通販）
　○鹿児島県内
　・ 地元商品の情報を入手することができ、ビジネスチャンスが増えた。ブース展示品以外の取組カテゴリー

も多々あり、商談機会が増えた。（鹿児島市・業務用食品卸）
　・新商品など気になる商品が前回よりあった。（鹿児島市・スーパー）
　・まだ世に出ていない商材を知ることができ、参考になった。（鹿児島市・通販）

　当所は鹿屋・大隅地域の農畜水産物や加工食品等の更なる販路拡大・
販売促進を支援するためにこれからも様々な取組みを行って参ります。

＜お問合わせ先＞　中小企業振興部まで
TEL 0994-42-3135 FAX 0994-40-3015

株式会社 さくら鹿屋市札元１丁目19-20
TEL：0994-41-0046

鹿屋市永小原町３５５８-3
TEL：0994-47-2855

▲来場者と商談する出展者

▲来場者と商談する出展者 ▲個別商談会

▲招聘バイヤーと商談する出展者
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須田慎一郎氏　大いに語る！
鹿屋商工会議所『新春経済講演会』開催

　２月 28 日（水）当所にて、テレビを
はじめ様々な分野で活躍中の経済評論家
須田慎一郎氏を講師に迎え「日本経済の
展望とこれからの中小企業」と題し新春
経済講演会を開催致しました。
　まず須田氏は、新年を迎えると様々な
分野の専門家による世界経済や日本経済
の 1 年を占うという記事やコメントが世
間にあふれるが、その多くが予想と違っ
ていることを挙げ、予想と異なるのには
理由があることを説明。
　「多くの専門家が予想を外すのは、政
治と経済は表裏一体の関係であるにもか
かわらず、経済だけに焦点を当てて分析
しているからであり、経済を把握しよう
とするなら政治も理解しないと正しい分析はできない。」と持論を展開。
　また「政府は、大企業をメインターゲットに据えた政策を行なうことで、まず大企業を経済的に潤し、大企
業から自然に中小・零細企業へと経済が循環していくという経済本来の流れを思い描いているが、現実は大企
業の利益が内部留保となっているだけであり、中小・零細企業が景気回復の実感を得るのは難しい状況にある。
これからの中小企業はオリジナリティを持った、独自の展開を行なわなければ生き残ることが難しい時代にな
る。日本経済を支えるのは中小企業であり、中小企業の皆さんには頑張ってもらいたい。」とエールを送りました。

　商工会議所で実施しております、掲
題の共済制度につきましては、平成 30
年７月１日の更新時期に制度内容を改
定することになりました。今回の改定
に伴い、ご加入の皆様から同意確認書
へ押印頂くために、３月より商工会議
所職員またはアクサ生命の社員が各事
業所を訪問いたします。当同意確認の
実施にご了承の上、ご加入の皆様への
周知にご協力を賜りますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

　入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付　定期保険（団体型）

生命共済がリニューアルします !
平成 30 年 7 月スタート !

　　引受会社：アクサ生命保険株式会社

੍ݱ ৽੍

ɹΨϯࢮอۚݥ
ɹޱ��ʹ͖ͭɹ��ສԁ

ɾΨϯೖӃҰۚ࣌
ɹ̎ສԁ͖ͭʹޱ̍
ɾ�େੜ׆श׳පೖӃҰۚ࣌
ɹ̍ສԁ͖ͭʹޱ̍
ɾΨϯઌਐҩྍҰۚ࣌
ɹ̑ສԁ͖ͭʹޱ̍
˞ʮೖӃڅۚʯʮΨϯೖӃҰۚ࣌ʯ

ʮ̒େੜ׆श׳පೖӃҰۚ࣌ʯ

ؼΓೖӃ͔Βอো

▲須田氏の語りを熱心に聞き入る参加者
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　２月６日（火）ホテルこばやしにて、「鹿屋商工会議
所議員研修会」を開催致しました。
　現在放映されている NHK 大河ドラマ「西郷どん」では、
主人公の西郷隆盛だけでなく、西郷ゆかりの人物や鹿児
島（薩摩）の風土や文化がクローズアップされています。
　今回、鹿屋市文化財保護審議会会長の隈元信一氏を講
師に迎え、「大隅半島における西郷どん」～西南の役後
の西郷家～と題し、西郷隆盛と大隅半島がどのように関
係しているかご講演いただきました。
　また西南の役後、西郷家が受けた処遇など、普段知る
ことのできない歴史について語っていただきました。
　参加者からは、大隅半島の観光資源として活用をはか
るべきなど、この盛り上げを如何に今後に繋げていくか様々な意見が提案されました。

　２月７日（水）ホテル大藏にて、「鹿屋金融懇話会」を開催し、鹿屋市内の金融機関並びに鹿児島県信用保証
協会、鹿屋市の担当者ら 33 名が参加しました。
　はじめに、鹿屋商工会議所管内の金融斡旋状況や景況感について説明し、鹿屋市中小企業利子補給金につい
ての報告、鹿児島県制度資金保証の制度改正等についての説明が行われました。
　続いて行われた意見交換会では、管内事業所の資金需要や保証協会制度利用について様々な意見がだされ、
地域中小企業が求めている支援等についての情報共有がなされました。

当所議員研修会において
西郷隆盛と大隅半島の関係を学ぶ！

『平成 29 年度鹿屋金融懇話会』開催

▲金融機関をはじめ 33 名が参加し行なわれた懇話会

▲西郷隆盛と大隅半島の関係を学ぶ参加者
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検定種目 検定施行日 申込受付期間 受験料

珠　算

珠算能力（第 213 回） 
段　　位（第 123 回） 30 年   6 月 24 日（日） 4/16（月）～5/23（水）  　段位 

 　・珠算のみ　2,500 円 
 　・暗算のみ　1,200 円 
 　・両方受験　2,900 円 

１級  　　　  2,300 円 
準１級　　　2,000 円 
２級　　　　1,700 円 
準２級　         1,600 円 
３級　　　　1,500 円 
準３級　        1,300 円 
４～６級         1,000 円 
７～ 10 級         900 円 
 暗算    　           900 円

珠算能力（第 214 回） 
段　　位（第 124 回） 30 年 10 月 28 日（日）  8/20（月）～9/26（水）

珠算能力（第 215 回） 
段　　位（第 125 回） 31 年   2 月 10 日（日） 12/3（月）～31年1/9（水）

下級・暗算（第 105 回） 30 年   4 月   8 日（日） 　1/29（月）～3/7（水）

下級・暗算（第 106 回） 30 年   8 月   5 日（日）   5/28（月）～7/4（水）

下級・暗算（第 107 回） 30 年 12 月   9 日（日） 10/1（月）～11/7（水）

 
簿　記

１級～３級（第 149 回） 30 年   6 月 10 日（日） 4/2（月）～5/10（木）
１級 7,710 円 
２級 4,630 円 
３級 2,800 円

１級～３級（第 150 回） 30 年 11 月 18 日（日） 9/10（月）～10/18（木）

２級～３級（第 151 回） 31 年   2 月 24 日（日） 12/17（月）～31年1/24（木）

リテール
マーケティング 
（販売士）

２・３級（第 82 回） 30 年   7 月 14 日（土）   5/14（月）～6/21（木） １級 7,710 円 
２級 5,660 円 
３級 4,120 円１・２・３級（第 83 回） 31 年   2 月 20 日（水） 12/17（月）～31年1/24（木）

科目免除者（試験の一部免除）は、申込み時にその証明書（免除科目が明記されているもの）の写し（コピー）の提出が必要です
【１級】科目別合格証明書【2･3 級】養成講習会終了証明書、養成通信教育講座終了証明書、（3 級のみ）商業経済検定試験の合格証書又は合格

証明書
※免除期間は、科目免除資格取得直後から行われる２回の検定試験まで   ※詳しくは窓口・電話にてお問い合わせください　　　　　

かごしま 
検    　定

グランドマスター（第 23 回）
シニアマスター（第 33 回）・マスター（第 35 回） 30 年   6 月   3 日（日） 　4/2（月）～ 5/11（金） 　グランドマスター 

　　          4,320 円 
　シニアマスター 
　　　　 3,240 円 
マスター 3,240 円

シニアマスター（第 34 回）・マスター（第 36 回） 30 年   9 月   5 日（水） 　7/9（月）～ 8/10（金）

グランドマスター（第 24 回）
シニアマスター（第 35 回）・マスター（第 37 回） 31 年   2 月   3 日（日） 12/3（月）～ 31 年 1/11（金）

DC プランナー 
企業年金 

総合プランナー

２級（第 24 回） 30 年    9 月   9 日（日）  ※ 試験日の約３ヶ月前から商工会議所の窓
口にて願書 ( 申込書 ) 配布開始 ※インター
ネットからも受験申請できます。

 ※申込期間、受験会場は各自ご確認ください。

２級 6,480 円                 

１級（第 23 回）　　　　　　　　31 年   1 月 27 日（日） １級 10,800 円　　　　                

カラー
コーディネーター

２・３級（第 44 回） 30 年   6 月 17 日（日） 4/3（火）～ 5/2（水） ２級 7,340 円 
３級 5,250 円２・３級（第 45 回） 30 年 12 月   2 日（日） 9/18（火）～ 10/19（金）

ビジネス
実務法務

２・３級（第 43 回） 30 年   7 月   1 日（日） 4/17（火）～ 5/18（金） ２級 6,480 円 
３級 4,320 円２・３級（第 44 回） 30 年 12 月   9 日（日） 9/25（火）～ 10/26（金）

福祉住環境
コーディネーター

２・３級（第 40 回） 30 年    7 月   8 日（日） 4/24（火）～ 5/25（金） ２級 6,480 円 
３級 4,320 円２・３級（第 41 回） 30 年 11 月 25 日（日） 9/11（火）～ 10/12（金）

環境社会
検    定

（eco 検定）

第 24 回 30 年   7 月 22 日（日） 5/8（火）～ 6/8（金）
5,400 円

第 25 回 30 年 12 月 16 日（日） 10/2（火）～ 11/2（金）

平成 30 年度各種検定試験日程

※平成 28 年度より、簿記・リテールマーケティング（販売士）検定のインターネット申込受付を開始しました。
　鹿屋商工会議所ホームページ http://kanoya-cci.omega.ne.jp/service/main-nav03.html よりお申込みください。
※ カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、福祉住環境コーディネーター、ｅｃｏ検定は、「東京商工会議所検定センター」へインターネットも

しくは電話で直接お申込みください。
　東京商工会議所検定ホームページ http://www.kentei.org/　  TEL 03-3989-0777（土日 ･ 祝日 ･ 年末年始を除く 10:00 ～ 18:00） 
※ネット試験は各地ネット試験会場で受付けしています。
 　＜日商ＰＣ／電子会計実務／日商ビジネス英語／キーボード操作技能／簿記初級／原価計算初級＞
　　ネット試験施行機関（各施行機関でネット科目の実施内容が異なります。事前にお問い合わせください。）
　　・鹿屋ビジネス専門学校 　 　 　　〒 891-2311 鹿屋市白水町 281　 　　 TEL 0994-46-5088  FAX 0994-46-5123
　　・㈲ＫＷＳ 鹿屋パソコンスクール  〒 893-0064 鹿屋市西原 4 丁目 9-11　TEL 0994-40-4158  FAX 0994-40-4178
※商工会議所検定情報ホームページ　http://www.kentei.ne.jp/

インターネット
申込受付可能

インターネット
申込受付可能
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老舗ホテル料理長の
こだわりをお届けします。
Φーυϒル ྉཧீܚ ֤छห当

0�20-9��-��90�20-9��-��90�20-9��-��90�20-9��-��90�20-9��-��90�20-9��-��90�20-9��-��9
ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル受付ؒ࣌ʗA.9:00ʙ1.9:00（年中無休）

フリー
μΠϠル

FAX 0994-42-5226 ઐ用 FAX ご予͍合Θͤઐ用μイヤル受付ؒ࣌ʗ24ؒ࣌ରԠ

ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル受付ؒ࣌ʗA.9:00ʙ1.9:00ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル受付ؒ࣌ʗA.9:00ʙ1.9:00ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤルご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル（年中無休）ご予ɾ͓͍合Θͤઐ用μイヤル

˟ �93-0064　鹿児島県鹿屋市ݪ 1 ஸ 9 番 10 ߸

݁ೲ અ۟અ۟ ೖֶ
ଔ業
ೖֶ
ଔ業

行ָ ๏事 म行ָݚ ๏事 म行ָݚ ๏事 म行ָݚ ๏事 म行ָݚ ๏事 मݚ

鹿屋市中小企業合同入社式・新入社員研修講座のご案内
　今春、鹿屋市内の中小企業等に入社された新入社員の門出を祝し、社会人としての自覚と地域社会に貢
献されることを願って「新入社員合同入社式」を開催致します。
　合同入社式終了後、新入社員の人材育成を目的として、職場における基礎的知識や魅力アップのための
ビジネスマナーについて、わかりやすく身につけて頂くための「新入社員研修講座」を開催致します。
　多数のご参加をお待ち致しております。

ɾɹ࣌ɹฏ 30 ݄̐̒ʢۚʣ
ɹɹɹɹɹ ࣌̕ 00  ʙɹࣛࢢதখۀا߹ಉೖࣾࣜ
ɹɹɹɹɹ10 ࣌ 00  ʙɹ৽ೖࣾһݚम࠲ߨ
ɾɹॴɹࣛձٞॴձٞࣨʢࣛࢢ৽ொ �00 ൪ʣ
ɾରऀɹࣛࢢͷதখۀاʹೖࣾ͞Εͨํٴͼೖࣾ͞Εͯ̍ະຬͷํ
ɾडߨྉɹແྉ
ɾకɹɹฏ 30 ݄̏ 23 ʢۚʣ·Ͱ
ɾڞɹ࠵ɹࣛࢢɾࣛձٞॴ
ɾޙɹԉɹࣛ࿑ಇج४ಜॺɾࣛެڞ৬҆ۀఆॴ
ɹ˞ৄ͍͠༰ʹ͖ͭ·ͯ͠ɺಉ෧ͷνϥγΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】当所中小企業振興部まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　TEL 0994-42-3135  FAX 0994-40-3015

エアーメモリアル in かのやエアーメモリアル in かのやエアーメモリアル in かのやエアーメモリアル in かのやエアーメモリアル in かのや
2018

4/29 日 4/30 月
体験搭乗※要事前申込 ( ～ 3/9）
佐世保音楽隊演奏会
鹿屋市文化会館※要入場整理券

航空ショー
基地一般開放
8：00 ～ 15：00 〈開門〉 7：00
海上自衛隊鹿屋航空基地

【お問合せ先】エアーメモリアルinかのや実行委員会　TEL・FAX/0994-42-6690  http://www.air-memo.com/
かのやばら祭り2018春【期日】4月28日（土）～6月3日（日） 【お問合先】 かのやばら祭り実行委員会 TEL：0994-40-2170
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忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い
記帳代行のご案内
～新規委託先募集中～

　商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。
記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化
を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。損益計算書・
貸借対照表を作成しますので、青色申告特別控除を適用することもできます。
また、記帳代行を通じて財務状況が把握でき、経営状態の分析にも役立ちます。

【記帳代行に関するお問合せ先】 
当所中小企業振興部振興課まで

TEL   0994-42-3135　FAX   0994-40-3015

記帳代行ってなにをすればいいの？？
　営業日報（売上・仕入・経費）を毎日記入していただき、
その日報を当所へご提出いただきます。それに基づき、当所
記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を行います。
また、毎年度末の確定申告書・決算書作成の指導までをサポー
トいたします。（決算代行は別途手数料を戴きます。）
記帳代行の効果は？？
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
・ 四半期ごとの売上、仕入れ、経費の支出状況を提示、経営

の状況が把握できます。
・決算、申告、年末調整に関わる事務が大幅に軽減されます。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。
記帳代行の対象は？？
・当商工会議所の会員であり、かつ個人の小規模事業者（従
業員 20 名以下）の方
・現在、税理士の指導を受けていない方

・前年の青色申告特別控除前の所得が 400 万円以下の方
・青色申告者または青色申告希望者の方
記帳代行の手数料は？？
毎月 6,000 円（消費税別）
※ 確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じ

て手数料が異なりますので、別途お尋ねください。
▼決算代行業務も承っております。
　毎日帳簿（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を
記入されている方で、確定申告書・決算書作成の指導をご
希望の方についても、申込みを承っておりますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度のご案内
融資実行日より２ヶ月以内に必要書類を提出下さい !!

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度とは…
　鹿屋市中小企業資金利子補給金の対象資金の融
資を受けた中小企業者に対し、借入金額の 2.0％
分に相当する額（限度額：１事業所あたり 30 万円）
を補給する制度です。
Ⅰ対象者の要件
①市内に住所又は事業所を有する中小企業者
　 （ 法人の場合には、市内に本社・支社を有する者

に限る）
②  鹿屋商工会議所・かのや市商工会（串良本所・

吾平支所・輝北支所）に加入し、かつ、市税を
完納しているもの

Ⅱ利子補給金の内容
①対象資金
　・ 鹿児島県中小企業制度資金
　・㈱日本政策金融公庫制度資金
　・ 商工貯蓄共済制度資金（積立金の範囲内の資

金は除く。）
　　 （※ 返済期間 1 年未満の短期借入については、

対象になりません）

※�必要書類等については、当所中小企業振興部ま
でお問い合わせ下さい。

◎その他お問い合わせは… 
鹿屋市農林商工部商工振興課　鹿屋市共栄町20-1  TEL：31-1164  FAX：40-8688
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農業用諸機械

株式
会社

〒893-0009
本社　鹿児島県鹿屋市大手町12-1

TEL (0994)43-4178
FAX (0994)44-9371

鹿児島県行政書士会会員、福岡入国管理局届出済

行政書士 寺 岡 正 善
鹿屋市田崎町２８１５番地（セブンイレブン前）

遺産分割協議書作成、法定相続情報証明、
遺言作成、お墓の改葬手続、銀行口座解約手続、
成年後見、任意後見契約、農地転用許可、

外国人の在留資格更新・変更申請
会社設立手続、定款・議事録作成
車庫証明・車の名義変更、

離婚協議書、夫婦円満契約書など

※ 土日・祭日希望の方は、別途ご連絡下さい。

無料相談、随時受付中！
☎ ４５－５５３９

ものづくり補助金の公募が始まりました！
中小企業庁　平成 29 年度補正予算事業

　本事業は、中小企業・小規模事業者が取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行なうための設備投資等を支援するものです。

【事業の目的】
　国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。

【対象要件】
　認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、下記の要件のいずれかに取
り組むものであること。
　「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サー
ビス提供プロセスの改善であり、３～５年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成でき
る計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作
品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成
できる計画であること。

【事業の詳細】
１、企業間データ活用型
　複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造
や生産性の向上を図るプロジェクトを支援。 

（補助上限額：1,000 万円／者（※）、補助率：2/3） 
※連携体は 10 者まで。さらに 200 万円×連携体参加者数を上限額に連携体内で配分可能

２、一般型
　中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を
支援。

（補助上限額：1,000 万円、補助率：1/2（※）） 
※ 生産性向上特別措置法（案）（平成 30 年通常国会提出 ) に基づく先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画の

承認を取得して一定の要件を満たす者は、補助率２／３
   
３、小規模型
　小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援。
 （設備投資を伴わない試作品開発等も支援） 

（補助上限額：500 万円、補助率：小規模事業者 2/3、その他 1/2）  
●１～３共通：生産性向上に資する専門家を活用する場合　補助上限額 30 万円アップ

◆本事業の応募申請書類の提出に際しましては、認定経営革新等支援機関による事業計画の実効性の確認（認定支
援機関確認書）が必要となります。公募締切の直前になると、認定支援機関での確認作業に時間を要しますので、
できるだけ余裕をもって依頼してください。

【公募期間】　平成 30 年２月 28 日（水 ) ～４月 27 日（金）〔当日消印有効〕

◆本公募要領は、鹿児島県中小企業団体中央会ホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
〒893－0015 鹿屋市新川町 600 番地  当所中小企業振興部まで
                         TEL  0994 － 42 － 3135　FAX  0994 － 40 － 3135
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小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました！

　小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開
拓に取り組む費用の２／３を補助する小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。
　補助上限額：50 万円（①従業員の賃金を引き上げる取組み②買物弱者対策の取組み③海外展開の取組みを行
う事業者については補助上限額が 100 万円へ引き上げ）

【補助率・補助額】          
補助率　： 補助対象経費の２／３以内（補助対象経費となるのは、販路開拓や業務効率化の取組みに該当

するものの経費となります）        
補助額　：上限 50 万円          
＊ただし、          
⑴ ①従業員の賃金を引き上げる取組みを行う事業者、②買物弱者対策の取組み、③海外展開の取組みにつ

いては補助上限額が 100 万円
⑵ 複数の小規模事業者が連携して取組む共同事業の場合は、補助上限額が「１事業者あたりの補助上限額」

×連携小規模事業者数の金額となります。（ただし、500 万円を上限とします。）
⑶　上記⑴と⑵の併用は可能です。（その場合でも補助上限額は 500 万円を上限とします）

受  付  締  切　 平成 30 年５月 18 日（金）【最終日当日消印有効】
採 択 発 表 日　  平成 30 年７月中（予定）
事業実施期限　 平成 30 年 12 月 31 日（月）まで

※ご注意
◆ 本事業の申請に際しては、最寄の商工会議所の確認が必要となります。日本商工会議所（補助金事務局）

への提出の前に、最寄りの商工会議所に「経営計画書」（様式２）・「補助事業計画書」（様式３）の写し
を提出のうえ、「事業支援計画書」（様式４）の作成・交付を依頼してください。

　（締切までに十分な余裕を持って、お早めに商工会議所へお越しください）。

◆本公募要領は、日本商工会議所特設ホームページからダウンロードできます。
　（ＵＲＬ）　http://www.jizokukahojokin.info 

お問い合わせ先
〒893－0015 鹿屋市新川町 600 番地  当所中小企業振興部まで
                         TEL  0994 － 42 － 3135　FAX  0994 － 40 － 3135

＊広告宣伝…新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布やホームページの作成 
＊商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更…新たな市場を狙いデザインを一新
＊商談会・展示会への出展…新たな販路を求め、国内外の商談会・展示会へ出展

対象となる取組みの例

事業計画策定前に一度当所へご相談ください。
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かのやばら園近く！

明治維新の三傑と言われた、西郷隆盛
や大久保利通の筆と伝えられる書画な
どを展示中。

（入館無料・水曜日休館）

ංషƓƒƓƉƉǗƊƑƓƉƉڀ ࠪϛƓ๎ᥲ ᴣ࢈इͣܔᄎ9578-5 ƭƞƥƓ0994ƁƍƉƂƑƋƐƐ

「書画・古文書」展示コーナー

「アニメ・漫画原画」展示コーナー

手造りの木工品・種類豊富な造花・小物雑貨など手造りの木工品・種類豊富な造花・小物雑貨など

取り揃えております♪

手造りの木工品・種類豊富な造花・小物雑貨など手造りの木工品・種類豊富な造花・小物雑貨など

取り揃えております♪取り揃えております♪来て見て楽しいお店です！

　２月 27 日（火）・28 日（水）の日程で、鹿屋市商店街連合会の沖縄視察研修が行なわれました。
　視察初日は、国際通りを視察。那覇市国際通り商店街振興組合連合会事務局を訪問し、砂川正信事務局長より国
際通りの歴史を語っていただきました。砂川氏は「現在、国際通りがある地域は、1948 年にアーニーパイル国際
劇場の完成を機に、周辺に食堂や様々なお店が出店するようになり、現在の商店街の基礎となりました。国際通り
という名前もこの劇場名に由来しています。」と国際通りの歴史を紹介。
　また最近の国際通りについて「20 年ほど前から観光客向けの商店街になっており、那覇市の経済活動の中心では
あるが、地元向けの商店が減少しています。組合が掲げるコンセプトは、人に優しい街・歩いて楽しい街であり、
観光客向けだけの商店街にならないように様々な取り組みを行なっています。」と述べ、その後、視察メンバーと商
店街の今後の課題などについての意見交換を行ないました。2 日目は嘉手納基地やオリオンビール工場、沖縄美ら
海水族館といった沖縄を代表する観光地や施設のほか、周辺の商店街を視察しました。今回の研修で、沖縄の主要
な産業と近隣の商店街との結びつきを学ぶことができた視察研修となりました。

　２月 27 日（火）・28 日（水）の日程で、鹿屋市商店街連合会の沖縄視察研修が行なわれました。

那覇市国際通り商店街（振）の歴史を学ぶ！鹿屋市商店街連合会沖縄視察研修

▲国際通り商店街事務所にて講話 ▲首里城にて記念撮影

得する街のゼミナール 「第１回鹿屋まちゼミ」 24 講座が終了！

北田・大手町商店街振興組合
鹿屋本町一番商店街振興組合商店街通信

　鹿屋市では初の開催となる「第１回鹿屋まちゼミ」が、平成 30 年
１月 15 日（月）～２月 20 日（火）の期間で行われ、延べ 206 名の
受講生の参加がありました。
　まちゼミとは、お店の方が講師となって、その道のプロならでは
の「専門知識」などをお客様へ無料でお伝えする少人数のミニ講座で、
今回は、「キレイ」、「健康」、「たべる」、「つくる」、「学ぶ」の５つの
カテゴリーに分け、14 店舗にて 24 講座が開催されました。
　受講生からは、「意見交換ができて良かった」、「色々な情報を得る
ことができ、参加して良かった」などの声が聞かれるとともに、主
催した北田・大手町商店街と鹿屋本町一番商店街では、「初めての試
みだったが、お客様と店舗でコミュニケーションを図る良い機会で
あり、継続して開催したい。今後も、ぜひ、商店街に足を運んでもらいたい」との話がありました。

▲オリジナル目覚まし時計
手作り講座の一コマ
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お知り合いの方をご紹介ください！

当所会館ご利用の皆様へ…

～鹿屋商工会議所ご入会のご案内～

鹿屋商工会議所会館外壁工事のお知らせ

　『商工会議所』は業種・業態・事業規模を問わずあらゆる商工業者の皆様にご加入いただき、会員組織を基盤
に地域商工業の発展・魅力あるまちづくりをめざす “ 地域総合経済団体 ” としての使命を担うと共に、地域密着
型の相談・支援体制のもと地域経済のセーフティネット的機能を果たしながら会員企業の経営改善や従業員の
福祉向上に役立つように幅広い「会員サービスの提供」に力を入れ、地域中小企業の事業経営のお手伝いを通
じて新たな成長戦略の創造と経営力の向上に努めております。

鹿屋商工会議所では、「行動し頼りになる信頼される鹿屋商工会議所！」をめざし、
現在、組織率の向上による組織力の強化に取り組んでおります。
お知り合いの方やお取引先の事業所等をぜひご紹介ください。

鹿屋商工会議所ご入会について
【年 会 費】
　個人事業所の場合 …原則として 12,000 円（１口） 以上
　法人事業所の場合 …原則として 24,000 円（２口） 以上
　　　※平成 30 年度年会費は平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までです。
　　　※会費は全額損金または必要経費に算入できます。
　　　※ご加入初年度の会費は、ご加入月にあわせて、月割の金額を頂戴します。
　　　　　☆ 詳しい内容につきましては、職員が訪問し、ご説明させていただきます。

まずはお電話ください。

　いつも鹿屋商工会議所会館をご利用いただき、誠にあり
がとうございます。
　このたび、当所会館は、以下の日程で外壁工事を実施致
します（工事期間中はビル外周に足場を組み、外壁工事を
行います）。当所及びテナント各社の営業に支障なく通常
通り営業致します。工事に伴う騒音や粉塵等により、大変
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　記
　　工事日程　平成 30 年３月１日㈭～６月 20 日㈬　
　　工事内容　鹿屋商工会議所会館 外壁補修工事

▲現在、外壁工事中の商工会議所会館

 鹿屋商工会議所　TEL 0994-42-3135　まで
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商工会議所LOBO（早期景気観測）　ー2018年２月調査結果ー

業況ＤＩは、足踏み。先行きは改善見込むも力強さ欠き、横ばい圏内の動き

ポイント
▶ 2 月の全産業合計の業況 DI は、▲ 17.1 と、前月から▲ 2.7 ポイントの悪化。
記録的な大雪・寒波による客足減少や物流混乱の影響に加え、深刻な人手不足、鉄鋼や農産物などの仕入価格の高止
まり、燃料費の上昇が、広く業況の押し下げ要因となった。他方、電子部品や産業用機械、自動車関連の生産、都市
部を中心とした再開発、設備投資は引き続き堅調に推移している。
中小企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続いているものの、足踏み状況がみられる。
　先行きについては、先行き見通し DI が▲ 13.0（今月比＋ 4.1 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不
変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。
消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移などへの期待感がうかがえる。
他方、人手不足の影響拡大や、原材料費・燃料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、株価急落など不安定な金
融市場の影響を懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通し。

【 九州ブロック概況 】
〇全産業の業況 DI は、前月と比べ悪化。産業別にみると、全業
種で悪化した。各業種から寄せられたコメントは以下のとおり。
○「人手不足の解消を目的に未経験者の採用に踏み切ったこと
で、教育費用が増加したほか、原材料費や燃料費の上昇もあり、
採算悪化となった」（金属加工機械製造業）、「インバウンドなど
観光需要が多く、売上は改善。施設の改装などの設備投資を実
施し、さらなる売上増を図る」（宿泊業）、「野菜の供給不足に伴
う価格高騰により、採算が悪化したほか、消費者の買い控えか
ら、販売先の注文数が減少し、売上も悪化した」（農産物卸売業）
○業況の先行き見通し DI は、全産業では今月と比べ改善の見
込み。産業別にみると、建設業で悪化、卸売業で横ばい、その
他の 3 業種で改善の見込み。

従業員 DI

売上 DI

採算 DI

業況 DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落－上昇）

●調査期間：2018年 2月 13日～19日　 ●調査対象：全国の422商工会議所が、3,889企業にヒアリング
● �DI値とは：業況・売上・採算などの各項目についての判断の情況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景
気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向きの傾向を表す回答の割合が
多いことを示す。

貸 室 あ り ま す ! !
　最大 300 名収容の大ホールから最小 15 名収容の会議室まで大小
様々な貸室をそろえております。
　貸室の詳しい内容につきましては、当所ホームページまたは当所総
務課までご連絡下さい。

○鹿屋商工会議所ホームページアドレスは
　　　　　　　　　　　　『http://kanoya-cci.omega.ne.jp』

【お問い合わせ先】総務課まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015
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相談会場　南九州税理士会・鹿屋支部の会員事業所
　　　　　相談を希望される税理士事務所に電話予約をして下さい。

税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義務）が
課されていますので、安心してご相談下さい。

税理士はあなたの暮らしのパートナー
南九州税理士会 ・ 鹿屋支部

　１月 12 日（金）当所にて、㈱エイチ・エーエルの西
原哲也氏を講師に迎え、「経営計画作成支援セミナー」
が開催されました。
　セミナーでは、経営力向上計画の根拠法から経営力向
上の考え方、認定取得メリット、認定申請書の様式に係
る説明のほか、小規模事業者持続化補助金などの各種補
助金、財務分析ツール等の紹介があり、参加者は熱心に
聴講していました。
　セミナー終了後の「個別相談会」では、経営力向上計
画や今後の経営計画についての相談があり、参加者から
は「今後の方向性が定まった」などの声が聞かれました。

　2 月２日（金）当所にて、テレビ東京「TV チャンピ
オン  第 1 回ラッピング王選手権」やテレビ朝日「ワイ
ドスクランブル」、NHK「ためしてガッテン」に出演す
るなど、ラッピング界の第一人者である名和亜弓氏を講
師に迎え、「ラッピングセミナー」が開催されました。
　「ラッピングは、自分本位ではなく受け取る相手のこ
とを第一に考えること。」と基本をアドバイス。また「一
見、華やかに見えるラッピングでも受け取る相手が、開
けづらいものであれば、価値は半減してしまう。」とラッ
ピングの特徴を説明。
　参加者は準備されたリボンやラッピングペーパーを使
い、セミナーが終わる頃には素敵なラッピングができる
ようになりました。参加者からは「実務に使えるラッピ
ングのやり方を教わることができたので、参加してよ
かったです。」との声を戴きました。

▲経営計画のポイントをわかりやすく説明する西原氏 ▲アドバイスを受けながらラッピングを行う受講生

鹿屋商工会議所セミナー報告
1.12 2.2経営力向上計画作成支援セミナー開催 ! 「プロの技に驚嘆 !!」

ラッピングセミナー開催！
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「地方発ヒット商品づくりに
　　なぜデザインが有効なのか」

　地域資源を使った商品づくりで、デザイナーと一
緒に仕事をするケースが増えてきました。商品の企
画段階で、ターゲティングをきちんとし、特徴ある
商品を設計できたとしても、商品づくりの段階で形
にできなければ売れるものにはなりません。そうい
う意味では、「見せ方」を実現できるプロとしての
デザイナーが関わってくれることはとても大きな意
味があります。
　地方発商品のパッケージデザインは、地域の印刷
会社のデザイン担当者に任せているという例が多い
ようです。それ自体は悪いことではないのですが、

「なんとなくカッコよくつくってくれ」といったあ
いまいな発注の仕方が多いと聞きます。頼まれる方
も、それが誰に向けて、どのようなことを伝えたい
かという情報がはっきりしていないと、あいまいな
ものしかつくれません。できるなら、パッケージデ
ザインの発注前にデザイナーを含めて、つくり手が
伝えたいことは何で、なぜそのような表現をしたい
のかを共有してからものづくりに取り掛かるべきだ
と思います。デザイナーの仕事は、つくり手と消費
者・生活者をつなぐものなので、両者に通じる考え
方や手法により、つくり手の思いを商品に落とし込
むことができるでしょう。
　実はデザイナーには、ものづくり、パッケージづ
くりに入る前の商品企画の段階から参加してもらっ
た方がよいのです。企画段階からデザイナーに参加
してもらうことにはたくさんのメリットがありま
す。
　商品は単に品物をつくるだけでは売れるものにな
りません。その価値がきちんとお客さまに伝わって
初めてヒットにつながるのです。必然的に、売れる
ものをつくろうとすると、ものづくりだけでなく、
それが出来上がった後のプロモーションまで考えて
おく必要があります。デザイナーと最初から仕事を
すると、売りたいターゲットに対して何を訴求する
か、どのようなトーン＆マナー（表現・方法）で伝
えるかを企画段階から一貫して無駄なく、整合性を

持って共有できます。その結果、商品の持つ価値を
お客さまにきちんと伝えることができます。また、
デザイナーと議論を重ね、共有するプロセスを踏む
ことは、販路開拓にも生きてきます。バイヤーとの
商談に臨む際に伝えるべき内容が、デザイナーと話
し合うことで整理されるためです。何よりも、消費
者目線を持つデザイナーと仕事をすれば、つくり手
の独り善がりのものづくりを避けることができま
す。
　デザイナーの仕事は、商品の持つ価値を消費者に
伝えるだけでなく、商品づくりを通じて事業者がど
んなビジョンを持っているか、この先どのような商
品展開をしたいかなどを掘り起こし、それを “ 見え
る化 ” してくれる鏡だともいえます。また、つくり
手が知らなかった世界観を導入してくれることで、
新しい販売チャネル（流通経路）で全く違う価格帯
で売るビジネスも構築可能になります。それを担う
のがデザイナーの仕事です。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所
　上席研究員

渡辺　和博

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
 　日経ＢＰ　総研マーケティ
ング戦略研究所上席研究員。
1986 年、筑波大学大学院理工
学修士課程修了。同年、日本
経済新聞社入社。日経パソコ
ン、日経ビジネス、日経トレ
ンディなどＩＴ分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現
職。全国各地の商工会議所などで地域振興や特
産品開発のための講演・コンサルを実施。消費
者起点のものづくりをテーマに地域発のヒット
商品育成を支援している。

本  社 鹿屋市札元2丁目3808－6
TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172

支  店 志布志市志布志町志布志2丁目16番21号
TEL 099-471-1328 FAX 099-471-1329
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消費税及び地方消費税の確定申告はお早めに
　消費税の課税事業者に該当する個人事業者の方の平成 29 年分消費税及び地方消費税の確定申告は、平成 30
年４月２日（月）が申告・納付の期限となっています。
注意：「消費税の課税事業者」とは、次の方々等をいいます。　（平成 29 年分の申告が必要な方）
・平成 27 年分の課税売上高が１千万円を超える事業者
・�平成 27 年分の課税売上高が１千万円以下の事業者で、平成 27 年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提
出している事業者

　確定申告は「消費税及び地方消費税の確定申告書の手引き」を参考にして頂くほか、国税庁のホームページ
（http://www.nta.go.jp）の「確定申告等作成コーナー」をご利用頂くと簡単に申告書等の作成ができます。さ
らにこのコーナーで作成したデータは、「国税電子申告・納税システム（e-tax）」を利用して送信することが
できます。
　消費税及び地方消費税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署（個人課税担当）や、
税務相談室にお気軽におたずねください。

【お問い合わせ先】鹿屋税務署まで（TEL：0994 － 42 － 3127）

振替納税をご利用の方へ
申告所得税の振替日は、４月 20 日（金）

個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日は４月 25 日（水）
☆振替期日前に、「はがき」等による連絡は行っておりませんので、振替日の前日までに預貯金口座の残高をお確
かめください。
☆振替期日までに納税されなかった場合又は預貯金残高不足等で口座振替ができなかった場合は、納付期限の翌
日から延滞税が加算されます。

氏　　名 所　在　地 電話（0994）
伊集院　一　男 鹿屋市寿 43-2315
風呂井　　　敬 鹿屋市田崎町 44-5311
朝　倉　正　博 鹿屋市寿 44-8868
青　山　三　郎 鹿屋市本町 42-5822
岩　崎　隆　夫 鹿屋市寿 43-5011
二　宮　道　昭 鹿屋市新生町 43-8723
鶴　野　英　一 鹿屋市共栄町 43-3737
武　石　卓　郎 鹿屋市今坂町 42-0560
南� 　　 光　 幸 鹿屋市寿 41-2810
小　林　千　鶴 鹿屋市上谷町 41-8811
窪　田　伸　一 肝付町富山 65-7456
竹之内　�德　嗣 鹿屋市札元 52-0810
眞�� 茅　 喜�� 昭　 鹿屋市笠之原町 41-2610
尾　 曲　　　 賢 鹿屋市寿 43-2315
廣　瀬　克　彦 鹿屋市白崎町 41-7763

氏　　名 所　在　地 電話（0994）
中　倉　和　人 鹿屋市串良町有里 31-4005
大　薗　純　広 鹿屋市共栄町 43-2525
半　崎　光　男 鹿屋市西原 41-0234
窪　田　哲　郎 肝付町新富 65-4095
堀之内　初　男 肝付町前田 65-2269
福　 永　　　 譲 鹿屋市西原 41-1325
四　元　一　右 鹿屋市西原 43-3653
七　村　義　見 鹿屋市下堀町 45-7725
河　野　純　一 鹿屋市高須町 47-3030
風呂井　　　誠 鹿屋市田崎町 44-5311
鈴　木　勝　一 鹿屋市西原 44-5534
原　 﨑　　　 誠 鹿屋市西原 43-2341
児　 島　　　 州 鹿屋市吾平町 58-8885
大　川　良　和 鹿屋市串良町有里 31-4005

税理士会登録順

所得税
消費税

の 確定申告  無料税務相談  実施中！
鹿屋支部の各税理士事務所では無料税務相談を実施しております。
□相談を希望される方は事前に下記の各税理士事務所に電話でお申込みください。
□相談は無料です。（ただし、おおむね 30 分以内）

南九州税理士会・鹿屋支部　会員名簿



鹿
屋

商
工

会
議

所
ニ

ュ
ー

ス
K

A
N

O
Y

A
通
巻
257��　2018.３

.15　
発
行
　
V
ol.83

■
平
成
30年

３
月
15日

発
行
　

　（
奇
数
月
15日
発
行
）

  ■
発

行
／

鹿
屋

商
工

会
議

所
　

  〒
893-0015　

鹿
屋

市
新

川
町

600番
地

　
TEL 0994-42-3135

  ■
編

集
発

行
人

／
西

村
　

龍
一

　
 ■

印
刷

／
株

式
会

社
 新

生
社

印
刷

定
価

1部
200円（

消
費

税
込

み
）

（
会

員
の

方
の

本
誌

年
間

購
読

料
1,200円

は
年

会
費

に
含

ま
れ

て
い

ま
す

）


